
 

在宅療養後方支援病院 

様式１ 

太田川病院 在宅療養後方支援病院のご案内 

在宅療養後方支援病院とは 

患者様やご家族様が安心して自宅や施設で過ごせるように、かかりつけ医と入院施設をもつ太田川病院が 

連携して医療を提供するシステムです。 

 

在宅療養後方支援病院は、事前に患者情報を登録した在宅療養患者様に関して、かかりつけ医が緊急の対応が

必要と判断したとき、２４時間受入れを行います。また入院が必要となった場合は、原則として在宅療養後方

支援病院が入院を受入れます。やむを得ず、在宅療養後方支援病院に入院ができない場合には、他に入院可能

な医療機関を探して紹介致します。  

 

 

 

    

 

   

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

①患者情報の事前登録   

患者情報の登録や在宅療養後方支援病院に対する緊急対応、入院希望の届出などをあらかじめ行います。 

②定期的な情報交換   

登録した患者の定期的な診療情報の共有を行います。（３か月に１回以上）  

③緊急時の受入れ   

緊急対応が必要であるとかかりつけ医が判断した場合、かかりつけ医から在宅療養後方支援病院に連絡を 

行います。 
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②定期的な情報交換 

かかりつけ医 
 

③緊急の受入れ(24 時間対応) 

①患者情報の登録 

             

 ※受入困難時は他院を紹介 

                


